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１

栃木県ケアラー支援推進計画に基づき、本県としての重点的に取り組む施策の概要

令和７(2025)年度の県の事業

ケアラー支援普及啓発事業
ケアラー支援の必要性について啓発用ポスター、リーフレットを作成し、市町、

関係機関、 事業者等に対し広く配布

ケアラー支援Webページ制作・運用事業
公的サービス・相談窓口等の情報や、AIチャットボットによる相談機能などを

盛り込んだWebページを作成・運用

ケアラー手帳作成事業
日本ケアラー連盟様作成の「ケアラー手帳」を栃木県版にカスタマイズし、

ケアラーに配布

ケアラー支援訪問看護事業
(1) 医療的ケア児等在宅レスパイト事業

医療的ケア児の介護者を対象とした看護師によるレスパイトケアを提供
(2) 難病患者ケアラー支援訪問看護事業

難病患者の介護者を対象とした看護師によるレスパイトケアを提供

障害児等ケアラー支援事業
(1) 障害児通所支援事業所受入促進事業

医療的ケア児を受け入れる障害児通所支援事業所に対する設備整備等の補助
(2) 心のサポート推進事業

ケアラーの心理的負担を軽減するためのサポーターの養成研修を開催

ケアラー支援ガイドライン作成・運用事業
関係機関向けに、各々の役割や支援が必要なケアラーに気付くポイント、

連携スキーム、望ましい対応方法等を盛り込んだガイドラインを作成・運用

ケアラー支援知識向上研修事業
地域包括支援センター職員等がケアラーへ支援を行う上で必要な知識及び技術を修得する

ための研修を開催

障害児等ケアラー支援事業
(2) 心のサポート推進事業＜再掲＞

①普及啓発等の促進①普及啓発等の促進

③関係機関等の連携強化③関係機関等の連携強化

②相談・支援体制の充実②相談・支援体制の充実

④人材の育成及び確保④人材の育成及び確保



参考１ ケアラー支援普及啓発事業 ①普及啓発

ケアラー支援の重要性等について県民、事業者、関係機関、支援団体等が理解と関心を深め、地域社会全体でケアラー
を支える気運が醸成されるよう、広く普及啓発を図る。

社協

関係事業者

多くの県民等が、ケ
アラー（ヤングケア
ラー含む。以下同）
の置かれている状況
を理解する機会の
創出

ケアラーが、要ケア者
だけではなく、自分
自身の悩みを相談
してよいことの周知

手段・方法

令和６(2024)年度に作成した普及啓発ポスター及びリーフレットを関係機関
や一般向けに広く配布
セミナーや研修会など、さまざまな場面での活用が可能である旨を県ホームペー

ジにて案内
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社会全体でケアラーを
支える気運の醸成

ケアラーの置かれてい
る状況等の共通理解

様々な研修等や広報
の機会で活用

関係機関が、共通認
識を持ってケアラーを
支援

ケアラー

相談支援機関
及び職員

県民

市町・教育機関

リーフレット表

リーフレット裏

ポスター



参考２ ケアラー支援ガイドライン運用事業 ③関係機関の連携強化

令和７(2025)年３月に作成した「ケアラー支援の手引き」について、関係機関向けに広く周知を図り、現場での効果的な運
用につなげる。

効果

社会全体でケアラーを支
援する体制の整備

支援を必要とするケアラー
を発見したときの連携強化

関係機関が、共通認識を
持ってケアラーを支援
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地域包括
支援Ｃ

生活困窮者
自立相談支

援機関

学校等
教育機関

ＳＳＷ等

医療機関

民生委員・
児童委員

市町
基幹相談
支援Ｃ

社会福祉
協議会

関係事業者

ケアラー

異なる複数の機関が対応に当たる際
に共通のガイドラインに基づき連絡調
整をすることができ、意思疎通が容易
各機関が職員へ周知することで支援の
必要性や内容の理解を促進

ケアラー支援ガイドライン

ケアラーが抱えるさまざまな課題に対し、その
状況に応じて適切に対応するためには、複数の
関係機関や多職種による連携が重要

複雑・複合的な課題を抱えるケアラーの状況
を把握し、必要な支援に迅速かつ適切につな
ぐことができるよう、ケアラー支援に関わる関係
機関向けに、各々の役割や支援が必要なケア
ラーに気付くポイント、連携スキーム、望ましい
対応方法等を盛り込んだガイドライン「ケアラー
支援の手引き」を作成 ※R7.3.24公開



参考３ ケアラー支援Webページ運用事業(6,000千円)

Webページの閲覧
状況など、得られた
情報を収集・分析
し、施策の見直し
等ができるようデー
タの可視化を行う

令和７(2025)年３月に公開した「ケアラー支援特設サイト『とちけあ』について、広く周知を図り、効果的な運用を図る。
ケアラーが直面する課題や、相談窓口情報、AIチャツトによる相談機能、普及啓発動画などを掲載

①普及啓発 ②相談・支援体制の充実

自分のことも相談していいの？
何を、どこに相談すれば・・・

相談は・・・

ケアラー等

データの
可視化

県

Webページに
アクセス
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ケアラーとは

数字で見るケアラー

直面する課題

経験談

相談までのステップ

相談窓口のご案内

ケアラーのためのお役立ち情報

自治体・支援団体・教育関係者の方へ

イベント情報等のお知らせ

ケアラー支援にあたってのFAQ

TOPページ



参考４ ケアラー手帳作成(1,293千円)

日本ケアラー連盟が作成する「ケアラー手帳」を栃木県版にカスタマイズし、市町や相談支援機関等を通じてケアラーに
配布

①普及啓発

ケアラー手帳（A5 25ページ）
相談窓口の情報提供

（栃木県版にカスタマイズ可能）

介護者の境遇への共感 ケアラー本人の健康チェック

【ケアラー手帳について】（出典：日本ケアラー連盟HP）
自分自身がケアラーであるという意識をもてるようにすること
ケアラーとサービスやサポートをつなぐことで、ケアラーの社会的孤立を防ぐことを目的に開発
ケアラーへの情報提供
ケアラー本人の心と体の健康を守るための健康管理

汎用版ケアラー手帳
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①普及啓発 ②相談・支援体制の充実
③関係機関の連携強化 ④人材育成参考５ ケアラー支援知識向上研修事業(1,600千円)

地域包括支援センター職員等を対象に、高齢者世代以外のケアラーのニーズや、他分野の 関係機関等との連携手法等
について学ぶことができる研修を実施し、地域包括支援センターの相談機能の強化・充実を図る。

研修カリキュラム

研修プログラムの基本構成（案）

研修テキスト（イメージ）

政策や家族介
護者支援の視
点(講義と個人

ワーク)

連携を活かした
全国の支援事
例紹介

連携型家族介
護者支援に関
する意見交換
(グループワーク)

振り返り
（個人ワーク）
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参考６ ケアラー支援訪問看護事業(27,600千円)

事業スキーム事業のポイント

① レスパイトのための
訪問看護の利用が可能に
（7,500円／時間を県が交付（利用限度48時間／年））

② 医療的ケアを実施可能
（ケアラーから要望の多い喀痰吸引も実施可）

③ 県内どこでもサービスを受けやすい
（事業所が県内に広く分布）

事業の効果

②委託契約

③
利用
申請

④
利用
決定

⑤
利用
契約

⑥
ケア
提供

訪問看護ステーション

きょうだいの授業参観リフレッシュ 自治会活動

②相談・支援体制の充実

• ケアラー自身の休憩・リフレッシュ時間の確保
• きょうだいと過ごす時間の創出
• 社会参加の機会の提供 等

ケアラーのＱＯＬの向上

在宅で医療的ケアを受ける難病・
小慢患者や医ケア児の家族等

在宅で療養している医療的ケア児等や難病患者のお世話（ケア）をする家族の、休憩 （レスパイト）時間を確保する
ため、訪問看護の利用支援を行う。
※ 宇都宮市在住の医療的ケア児等については、同市の「医療的ケア児在宅レスパイト事業」が対応

①
事前
調整
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①普及啓発 ②相談・支援体制の充実
③関係機関の連携強化 ④人材育成参考７ 障害児等ケアラー支援事業(11,843千円)

療育のための利用

家庭

障害児通所支援
事業所

地域関係者

医療的ケア児等を受け入れるための
備品購入等に要する費用を補助

(１) 障害児通所支援事業所受入促進事業

(２) 心のサポート推進事業

①地域関係者(行政機関や障害福祉サービス事業所、
地域住民等)を「心のサポーター」として養成

②保護者や当事者等を「ピアサポーター」として
養成、派遣

①地域関係者(行政機関や障害福祉サービス事業所、
地域住民等)を「心のサポーター」として養成

②保護者や当事者等を「ピアサポーター」として
養成、派遣

障害児通所支援事業所に対し、医療的ケア児の受入れに必要な設備整備・備品購入費用を補助するとともに、障害児
を養育する家族の不安や悩みを軽減、解消する人材を養成することで、社会全体で障害児等の家族に寄り添いサポート
する体制を整備する。
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参考８ ヤングケアラー支援事業(11,854千円)

ヤングケアラーを対象としたLINE相談窓口や、ヤングケアラー同士等が悩みや経験を共有できるサロンを開設する。さらに、
事業を相互に連携させながら、相談体制の拡充等を図る。
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①普及啓発 ②相談・支援体制の充実
③関係機関の連携強化

ヤングケアラー当事者（特に市町とつな
がりにくい高校生や若者世代）が、気軽
に相談しやすい窓口としてLINEアカウ
ントを開設・運営し、支援員による個別
相談を行う。

心理的負担を軽減
市町の支援サービスにつながる機会

ヤングケアラー同士等がつながる交流の
場を創設し、オンライン及び対面形式に
よるサロンを定期的に開催する。

悩みを共有し、孤立感を軽減
経験者による助言を受けることができる

１.SNS相談支援推進事業

２.ピアサポート相談支援推進事業

LINE登録者へ
サロンの案内を送付

サロン参加者へ
LINE登録も促す


